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市第 135 号議案 

   横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 

     及び横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の 

一部改正 

横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び横浜

市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

   平成29年２月14日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 

及び横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の 

一部を改正する条例 

 （横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部 

 改正） 

第１条 横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（ 

 平成24年12月横浜市条例第60号）の一部を次のように改正する。 

  目次、第16条、第20条第２項、第12章の章名、第95条、第96条 

 第１項及び第97条（見出しを含む。）中「情緒障害児短期治療施 

 設」を「児童心理治療施設」に改める。 

  第98条第１項中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療 

 施設」に、「当該情緒障害児短期治療施設」を「当該児童心理治 

 療施設」に改め、同条第２項中「情緒障害児短期治療施設」を「 

 児童心理治療施設」に改める。 

  第99条及び第 100 条中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心 
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 理治療施設」に改める。 

  附則第４項中「情緒障害児短期治療施設」を「児童福祉法等の 

 一部を改正する法律（平成28年法律第63号。以下「改正法」とい 

 う。）第２条の規定による改正前の法第43条の２の情緒障害児短 

 期治療施設であって、改正法附則第６条の規定により改正法第２ 

 条の規定による改正後の法第43条の２の児童心理治療施設とみな 

 されたもの」に改める。 

 （横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部改正） 

第２条 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例（平成３ 

 年12月横浜市条例第55号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第６条の４第１項」を「第６条の４」に改め 

 る。 

  附 則 

 この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 児童福祉法の一部改正に伴い、関係規定の整備を図るため、横浜

市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び横浜市ひと

り親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する必要がある

ので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 例 

（ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

目 次 

   （ 第 １ 章 か ら 第 11 章 ま で 省 略 ） 

     児 童 心 理 治 療 施 設    
 第 12 章             （ 第 95 条 ― 第 100 条 ） 

情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 

   （ 第 13 章 か ら 第 15 章 ま で 及 び 附 則 省 略 ） 

 （ 給 付 金 と し て 支 払 を 受 け た 金 銭 の 管 理 ） 

                    児 童 心 理 治 療 施 
第 16 条  乳 児 院 、 児 童 養 護 施 設 、 障 害 児 入 所 施 設 、 
                       情 緒 障 害 児 短 期 

 設    
     又 は 児 童 自 立 支 援 施 設 の 設 置 者 が 、 入 所 中 の 児 童 に 係 る 
 治 療 施 設 

 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 昭 和 23 年 厚 生 省 令 第 

 63 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。） の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め 

 る 給 付 金 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 給 付 金 」 と い う 。） の 支 給 を 受 

 け た と き は 、 給 付 金 と し て 支 払 を 受 け た 金 銭 を 次 に 掲 げ る と こ ろ 

 に よ り 管 理 し な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

 （ 苦 情 へ の 対 応 ） 

第 20 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  乳 児 院 、 児 童 養 護 施 設 、 障 害 児 入 所 施 設 、 児 童 発 達 支 援 セ ン タ 

   児 童 心 理 治 療 施 設    
 ー 、            及 び 児 童 自 立 支 援 施 設 に お い て は 、 
   情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 

 前 項 の 必 要 な 措 置 と し て 苦 情 の 公 正 な 解 決 を 図 る た め に 、 苦 情 の 

 解 決 に 当 た っ て こ れ ら の 施 設 の 職 員 以 外 の 者 を 関 与 さ せ な け れ ば 

 な ら な い 。 

   （ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 
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       児 童 心 理 治 療 施 設    
   第 12 章 
       情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 

 （ 設 備 の 基 準 ） 

    児 童 心 理 治 療 施 設    
第 95 条             の 設 備 の 基 準 は 、 次 の と お り と す  
    情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 

 る 。  

   （ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

 （ 職 員 ） 

    児 童 心 理 治 療 施 設    
第 96 条             に は 、 医 師 、 心 理 療 法 担 当 職 員 、 
    情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 

 児 童 指 導 員 、 保 育 士 、 看 護 師 、 個 別 対 応 職 員 、 家 庭 支 援 専 門 相 談 

 員 、 栄 養 士 及 び 調 理 員 を 置 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 調 理 業 

 務 の 全 部 を 委 託 す る 施 設 に あ っ て は 、 調 理 員 を 置 か な い こ と が で 

 き る 。 

   （ 第 ２ 項 か ら 第 ６ 項 ま で 省 略 ） 

  児 童 心 理 治 療 施 設    
 （            の 長 の 資 格 等 ） 
  情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 

    児 童 心 理 治 療 施 設    
第 97 条             の 長 の 資 格 等 に つ い て は 、 第 28 条 
    情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 

 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 小 

 児 保 健 」 と あ る の は 、 「 精 神 保 健 又 は 小 児 保 健 」 と 読 み 替 え る も 

 の と す る 。 

 （ 心 理 療 法 、 生 活 指 導 及 び 家 庭 環 境 の 調 整 ） 

    児 童 心 理 治 療 施 設    
第 98 条             に お け る 心 理 療 法 及 び 生 活 指 導 は 

情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 

                         当 該 児 童 心 
 、 児 童 の 社 会 的 適 応 能 力 の 回 復 を 図 り 、 当 該 児 童 が 、 
                         当 該 情 緒 障 

 理 治 療 施 設    
         を 退 所 し た 後 、 健 全 な 社 会 生 活 を 営 む こ と が で 
 害 児 短 期 治 療 施 設 

 き る よ う に す る こ と を 目 的 と し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

  児 童 心 理 治 療 施 設    
２             に お け る 家 庭 環 境 の 調 整 は 、 児 童 の 保 
  情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 

 護 者 に 児 童 の 状 態 及 び 能 力 を 説 明 す る と と も に 、 当 該 児 童 の 家 庭 

 の 状 況 に 応 じ 、 親 子 関 係 の 再 構 築 等 が 図 ら れ る よ う に 行 わ な け れ 
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 ば な ら な い 。 

 （ 自 立 支 援 計 画 の 策 定 等 ） 

    児 童 心 理 治 療 施 設    
第 99 条             に お け る 自 立 支 援 計 画 の 策 定 、 業 
    情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 

 務 の 質 の 評 価 等 及 び 児 童 と 起 居 を と も に す る 職 員 に つ い て は 、 第 

 31 条 、 第 32 条 及 び 第 62 条 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 

 第 31 条 中 「 第 29 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 98 条 第 １ 項 」 と 、 「 乳 

 幼 児 」 と あ る の は 「 児 童 」 と 、 第 32 条 中 「 第 37 条 」 と あ る の は 「 

 第 43 条 の ２ 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

 （ 関 係 機 関 と の 連 携 ） 

     児 童 心 理 治 療 施 設    
第 100 条             の 長 は 、 児 童 の 通 学 す る 学 校 及 
     情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 

 び 児 童 相 談 所 並 び に 必 要 に 応 じ 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー 、 児 童 委 員 

 、 保 健 所 、 福 祉 保 健 セ ン タ ー そ の 他 の 関 係 機 関 と 密 接 に 連 携 し て 

 児 童 の 指 導 及 び 家 庭 環 境 の 調 整 に 当 た ら な け れ ば な ら な い 。 

   附  則 

   （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  平 成 23 年 ６ 月 17 日 前 か ら 存 す る 乳 児 院 、 母 子 生 活 支 援 施 設 、 児 

 童 養 護 施 設 、 障 が い 者 制 度 改 革 推 進 本 部 等 に お け る 検 討 を 踏 ま え 

 て 障 害 保 健 福 祉 施 策 を 見 直 す ま で の 間 に お い て 障 害 者 等 の 地 域 生 

 活 を 支 援 す る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 平 成 22 年 法 律 

 第 71 号 。 以 下 「 整 備 法 」 と い う 。） 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 

 法 （ 以 下 「 旧 法 」 と い う 。） 第 42 条 の 知 的 障 害 児 施 設 若 し く は 旧 

 法 第 43 条 の ２ の 盲 ろ う あ 児 施 設 （ 通 所 の み に よ り 利 用 さ れ る も の 

 を 除 く 。） で あ っ て 、 整 備 法 附 則 第 34 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 整 備 

 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 法 （ 以 下 「 新 法 」 と い う 。） 第 35  

 条 第 ３ 項 若 し く は 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 新 法 第 42 条 第 １ 号 の 福 祉 
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                             児 
 型 障 害 児 入 所 施 設 と し て 設 置 し て い る も の と み な さ れ た も の 、 
                             情 

 童 福 祉 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 28 年 法 律 第 63 号 。 以 下 「 
 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 

 改 正 法 」 と い う 。） 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 法 第 43 条 の ２ の 
 

 情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 で あ っ て 、 改 正 法 附 則 第 ６ 条 の 規 定 に よ 
 

 り 改 正 法 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 法 第 43 条 の ２ の 児 童 心 理 治 
 

 療 施 設 と み な さ れ た も の 
            又 は 児 童 自 立 支 援 施 設 の 建 物 （ 同 日 に お 
 

 い て 建 築 中 の も の を 含 み 、 同 日 以 後 に 増 築 さ れ 、 又 は 全 面 的 に 改 

 築 さ れ た 部 分 を 除 く 。） に つ い て は 、 第 25 条 第 ２ 号 、 第 26 条 第 ２ 

 号 、 第 34 条 第 ２ 号 若 し く は 第 ３ 号 、 第 55 条 第 ２ 号 （ 第 101 条 第 ２ 

 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 64 条 第 ７ 号 又 は 第 95 条 第 

 ２ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

   （ 第 ５ 項 及 び 第 ６ 項 省 略 ） 

 

   横 浜 市 ひ と り 親 家 庭 等 の 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 

   ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

 （ 定 義 ） 

第 ２ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  こ の 条 例 に お い て 「 養 育 者 」 と は 、 次 に 掲 げ る 児 童 と 同 居 し て 

 、 こ れ を 監 護 し 、 か つ 、 そ の 生 計 を 維 持 す る 者 で あ っ て 、 児 童 福 

 祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 164 号 ） 第 ６ 条 の ３ 第 ８ 項 に 規 定 す る 小 規 

                 第 ６ 条 の ４    
 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 又 は 同 法         に 規 定 
                   第 ６ 条 の ４ 第 １ 項 

 す る 里 親 （ 以 下 「 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 等 」 と い う 

 。） 以 外 の も の を い う 。 

   （ 第 １ 号 、 第 ２ 号 及 び 第 ４ 項 か ら 第 ６ 項 ま で 省 略 ） 


